




















政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人 富山市シルバー人材センターから役務の提供を受

ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定に

より公表する。 

 

  令和３年４月１日 

 

富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

   富山市立呉羽ミニ児童館受付業務委託 
 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   こども家庭部こども支援課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福 3994 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ２，６１２，５００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

 

  令和３年４月１日 

 

富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

 常楽寺公衆便所清掃業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   観光政策課  

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 公益社団法人 富山市シルバー人材センター  

 

 ５ 契約金額 

   １１０，７６０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 
  令和 ３年 ４月 １日 

 
富山市長  森  雅 志 

 
 １ 契約の件名 
   瀧の手水庵公衆便所清掃業務委託 

 
 ２ 随意契約を締結した課室の名称 
   観光政策課 

 
 ３ 契約の相手方を決定した日 
   令和３年４月１日 

 
 ４ 契約の相手方の住所及び名称 
   富山市五福 3994 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 
 ５ 契約金額 
    ８２，４４０円 

 
 ６ 随意契約の理由 
   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約に

ついて、次のとおり地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 2 第 1 項第 3

号の規定により随意契約をしたので、富山市契約規則(平成 17 年富山市規則第 37 号)

第 20 条の 2 第 3 号の規定により公表する。 

 

  令和３年４月１日 

     
                       富山市長 森 雅 志 

 

１ 随意契約の件名 

 感謝状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

 富山市教育委員会 郷土博物館 

 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和３年４月１日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

 富山市五福 3994 番地 

 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

５ 契約金額 

４，０４３円（10%消費税込） 

 

６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 3 号に該当するため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約

について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平

成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 
  令和３年 ４月 １日 

 
富山市長  森  雅 志 

 
 １ 契約の件名 
   安養坊自転車保管所管理業務委託 

 
 ２ 随意契約を締結した課室の名称 
   市民生活部生活安全交通課 

 
 ３ 契約の相手方を決定した日 
   令和３年３月２６日 

 
 ４ 契約の相手方の住所及び名称 
   富山市牛島町９番４号 社団法人富山市シルバー人材センター 

 
 ５ 契約金額 
   ７３７,４９４円 

 
 ６ 随意契約の理由 
   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す 
  るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約

について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平

成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 
  令和３年 ４月 １日 

 
富山市長  森  雅 志 

 
 １ 契約の件名 
   放置自転車整理業務委託 

 
 ２ 随意契約を締結した課室の名称 
   市民生活部生活安全交通課 

 
 ３ 契約の相手方を決定した日 
   令和３年４月１日 

 
 ４ 契約の相手方の住所及び名称 
   富山市五福 3994 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 
 ５ 契約金額 
   ３,４１２,８９９円 

 
 ６ 随意契約の理由 
   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す 
  るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年４月１日 

 

                  富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

   富山市細入総合福祉センター管理業務委託（上半期） 

 

 ２ 随意契約を締結した課室の名称 

   大沢野行政サービスセンター地域福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地  

公益社団法人富山市シルバー人材センター 

理事長 久世 浩 

 

 ５ 契約金額 

   ６，８６７円（１日あたり） 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

   



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年４月１日 

 

                  富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

   富山市細入総合福祉センター清掃業務委託（上半期） 

 

 ２ 随意契約を締結した課室の名称 

   大沢野行政サービスセンター地域福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

公益社団法人富山市シルバー人材センター 

理事長 久世 浩 

 

 ５ 契約金額 

   日常清掃① ６，６２１円（１日あたり） 

   日常清掃② ５，６４０円（１日あたり） 

   特別清掃    ９８１円（１時間あたり） 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



 

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約につい

て、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第

１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年

富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和 ３年 ４月 ５日 

 

富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

 婦中ふれあい館周辺整備業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   企画管理部 婦中ふれあい館 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ５９，６９８円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約につい

て、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第

１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年

富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和 ３年 ４月 ５日 

 

富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

 婦中ふれあい館及び婦中体育館日常清掃業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   企画管理部 婦中ふれあい館 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ２，４５８，７４４円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約につい

て、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２

第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和 ３年 ４月 ５日 

 

富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

 婦中ふれあい館及び婦中体育館夜間受付・日直業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   企画管理部 婦中ふれあい館 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ６，７９７，３４９円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 







  

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年４月６日 

 

富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

 東町・東新町公民館小水力発電所公衆トイレ清掃業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   環境部環境政策課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   １２４，６９６円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約に

ついて、次のとおり地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 2 第 1 項第 3

号の規定により随意契約をしたので、富山市契約規則(平成 17 年富山市規則第 37 号)

第 20 条の 2 第 3 号の規定により公表する。 

 

  令和 3 年 4 月 6 日 

     
                       富山市長 森 雅 志 

 

１ 随意契約の件名 

 令和 3 年度 本丸亭及び佐藤記念美術館環境整備業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

 富山市教育委員会 郷土博物館 

 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和 3 年 4 月 6 日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

 富山市五福 3994 番地 

 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

５ 契約金額 

除草  単価   3,837 円／日（税別） 

 

６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 3 号に該当するため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年４月６日 

 

                  富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

   西富山駅トイレ清掃業務委託 

 

 ２ 随意契約を締結した課室の名称 

   活力都市創造部 交通政策課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ４０２，６００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

   



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年４月６日 

 

                  富山市長  森  雅 志 

 

 １ 契約の件名 

   猪谷・楡原駅トイレ清掃業務委託 

 

 ２ 随意契約を締結した課室の名称 

   活力都市創造部 交通政策課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年４月１日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ２２０，０００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

   












